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みえ農商工連携推進ファンド助成金交付要領 

 

（通則） 

第１条 この要領は、みえ農商工連携推進ファンドに係る貸付事業実施要領に基づき財団法人三重

県産業支援センター（以下「センター」という。）が実施するみえ農商工連携推進ファンド助成

金交付事業（以下「助成金交付事業」という。）の適正かつ円滑な執行を期するために必要な事

項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 みえ農商工連携推進ファンド助成金（以下「助成金」という。）は、県内の地域の基幹産

業である中小企業者等と農林漁業者の連携を強化し、互いの強みを生かした創意工夫を凝らした

事業など、相互の成長･発展を目指す取り組みを資金面から支援し、農商工連携による新たなビ

ジネスを次々と創出することを目的とする。 

 

（助成対象者） 

第３条 この助成金の助成対象者は、次に掲げるいずれかの条件を満たす者であること。 

一 県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者（グループを含む）、創業者と県内の農林

漁業者との連携体 

二 県内に主たる事務所又は事業所を有するＮＰＯ等の中小企業者以外の者と県内の農林漁業者

との連携体 

三 中小企業者（「ＮＰＯ等の中小企業者以外の者」を含む。）と農林漁業者との連携を支援する産

業支援機関（県内に主たる事務所又は事業所を有する産業支援機関に限る。） 

  なお、上記の助成対象者について、中小企業者とは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」

第２条に規定する中小企業者（農林漁業者を除く）とし、創業者とは、これから創業もしくは会

社を設立しようとする者とし、農林漁業者とは、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業

活動の促進に関する法律」第２条に規定する農林漁業者とし、ＮＰＯとは、特定非営利活動促進

法に基づき法人格を取得した団体とする。 

  また、要件を満たす者で構成される「有限責任事業組合契約に関する法律」第２条に規定する

有限責任事業組合が行う事業を申請する場合は、当該組合員の肩書き付き名義で申請することに

より対象とする。 

四 三重県の定める「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」（以下「暴力団排

除要綱」という。）別表に掲げる一に該当しない者を対象とする。 

 

（助成対象事業及び助成対象経費） 

第４条 助成対象事業は、次に掲げる事業とする。 

一 新商品・新サービス開発等支援事業 

（１）一般型 

農林漁業者の持つ素材と中小企業者が持つ知恵・技術・ノウハウを活用した新商品・新サービ

スの開発や、販路拡大等の取組 

（２）産学官共同研究開発型 

  大学や公設試等の研究機能等を活用した高付加価値商品・サービスの研究開発、試作品開発等

の取組 

二 農商工連携体支援事業 

 中小企業者等と農林漁業者の連携体による事業化を促進する産業支援機関の取組 

２ 助成対象経費は、当該助成金交付事業を適切に実施するために必要な経費であって、別表１に

掲げるものとする。ただし、運転資金、役職員に係る人件費及び他の国及び県の事業を活用する

事業内容がある場合は重複する取組は除くものとする。 

 

 

 

 



 - 2 - 

（助成率、助成限度額及び助成期間） 

第５条 助成金交付事業の助成率、助成限度額及び助成期間は次のとおりとする。 

 事業名 助成率 助成限度額 助成期間 

新商品・新サービス開発等支援事業 

（一般型） 

（産学官共同研究開発型） 

 

２／３ 

２／３ 

 

４００万円以内 

５００万円以内 

 

２年間以内 

２年間以内 

農商工連携体支援事業 １０／１０ ３００万円以内 １年間以内 

２ 助成限度額は、助成金交付事業の効果的な実施の観点から最低助成額を５０万円とする。 

３ 産学官共同研究開発型は、県研究所若しくは大学等に対する委託研究、依頼試験等が含まれる、 

或いは県研究所等と共同研究契約が締結されている場合に限る。 

 

（採択基準） 

第６条 助成金の対象となる事業は、次項に掲げる観点から評価を行い、センターが予算の範囲内

において採択するものとする。 

２ 助成金交付事業のうち「新商品・新サービス開発等支援事業」の評価基準は以下のとおり。 

 一 中小企業者と農林漁業者の連携・工夫の度合 

二 連携事業の新規性、市場性、成長性、実現可能性 

三 今後５カ年間の事業収支予測による経営性、事業の継続性  

四 地域経済への貢献度、波及効果 

 五 研究開発の目的・目標の的確性、内容の優秀性（「産学官共同研究開発型」に適用） 

３ 助成金交付事業のうち、「農商工連携体支援事業」の評価基準は以下のとおり。 

 一 実施の確実性 

二 事業の妥当性 

三 成果の活用性 

 

（計画書の提出） 

第７条 助成金の交付申請をしようとするものは、みえ農商工連携推進ファンド助成金交付事業実

施計画書（第１号様式）及び財団法人三重県産業支援センター理事長（以下「理事長」という。）

が必要と認める関係書類（以下「計画書等」という。）を別に定める日までに、理事長に提出し

なければならない。 

関係書類 

（１）事業計画書 

（２）法人の場合は、定款及び登記事項証明書。法人以外の場合は、住民票、規約・組織表（任意

団体の場合）。 

（３）最近２年間の財務諸表（貸借対照表、損益計算書） 

（４）県税及び消費税の納税（滞納していない）証明書 

（５）事業主体の沿革がわかる資料 

（６）役員、構成員名簿（役職名、氏名、フリガナ、生年月日、性別等） 

（７）その他必要とする書面 

 

（助成金の交付の内定） 

第８条 理事長は、計画書等の提出があったときは、当該計画に係る書類の審査及び必要に応じて

現地調査等を行うものとし、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金を交付しようとす

る計画及び交付しようとする額の内定をするものとする。 

２ 理事長は、前項の場合において必要があるときは、当該計画に係る事項につき、修正を加えて

助成金の交付の内定をすることができる。 

３ 理事長は、前項に規定する内定をするにあたり、別に定めるみえ農商工連携推進ファンド審査

会（以下「審査会」という。）を開催し、事業計画に関する意見を聴くものとする。 

４ 審査会は、必要に応じて、当該計画に係る調査を行い、申請者に説明を求めることができる。 

 

 



 - 3 - 

（内定の通知） 

第９条 理事長は、助成金の交付を内定したときは、その内定の内容を申請者に通知するものとす

る。 

 

（計画書の取り下げ） 

第１０条 計画書等を提出した者は、前条の規定による内定の通知を受領した場合において、当該

通知に係る助成金の内定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取り下げを

することができる。 

２ 前項に規定する申請の取り下げ期日は、内定の通知を受けた日から３０日以内とし、その旨を

記した書面を理事長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る計画書等の提出はなかった

ものとみなす。 

 

（助成金の交付申請） 

第１１条 助成金の交付の内定を受け、交付申請をしようとするものは、みえ農商工連携推進ファ

ンド助成金交付申請書（第２号様式）を理事長に対し、別に定める期日までに提出しなければな

らない。 

２ 前項の申請書の提出に当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額（助成対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の助成金額と当該金額に地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。）が

あり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、

申請時において当該助成費に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、

この限りでない。 

 

（助成金の交付決定等） 

第１２条 理事長は助成金の交付申請があったときは、当該申請書等の内容が適正であるかどうか、

金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、適当と認めたときは、速やかに助成事業者に対し

て助成金の交付の決定を行うものとする。 

 

２ 理事長は、前項の交付決定にあたっては、次の条件を付すものとする。 

 （１）暴力団排除要綱別表に掲げる一に該当しないこと。 

 （２）暴力団排除要綱第８条第１項に定める不当介入を受けたときは、警察に通報を行うととも

に、捜査上必要な協力を行うこと及び理事長に報告すること。 

３ 前項に定めるほか、理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことが

できる。 

 

（申請の取り下げ） 

第１３条 助成金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該

通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取り下げをす

ることができる。 

２ 前項に規定する申請の取り下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から３０日以内とし、その

旨を記した書面を理事長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなか

ったものとみなす。 
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（計画承認の変更） 

第１４条 助成金交付事業を行う者（以下「助成事業者」という。）が、助成金交付事業の内容を

変更しようとする場合は、あらかじめ、みえ農商工連携推進ファンド助成金交付事業実施計画変

更承認並びに助成金変更交付申請書（第３号様式）を理事長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、交付決定を受けた助成金の額に変更をきたさない場合における次に定める変

更については、この限りではない。 

（１）経費の配分の変更が、経費の能率的あるいは効率的使用に資するものであり、かつ助成目的

の達成に支障がないと認められる場合であって、当該経費間の２０パーセント以内のもの。た

だし、経費の目的を実質的に変更しない限度とする。 

２ 理事長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件 

を付すことができる。 

 

（助成金交付事業の廃止又は中止） 

第１５条 助成事業者は、この助成金の交付決定後の事情の変化により、助成金交付事業の中止又

は廃止をしようとするときは、速やかにみえ農商工連携推進ファンド助成金交付事業中止（廃止）

承認申請書（第４号様式）を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 助成金交付事業の中止又は廃止の時期が、交付決定の以前である場合には、当該申請書の受理

をもって前項に規定する理事長の承認を受けたものとみなす。 

 

（遅延等の報告） 

第１６条 助成事業者は、助成金交付事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる

とき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにみえ農商工連携推進ファンド助成金

交付事業計画遅延等報告書（第５号様式）を理事長に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（助成金交付事業の遂行） 

第１７条 助成事業者は、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の

注意をもって助成金交付事業を行なわなければならず、いやしくも助成金を他の用途へ使用して

はならない。 

 

（助成金交付事業の遂行状況の報告等） 

第１８条 助成事業者は、交付決定のあった日から６ヵ月毎に助成金交付事業の遂行状況について

みえ農商工連携推進ファンド助成金交付事業遂行状況報告書（第６号様式）を提出しなければな

らない。 

２ 理事長は、助成事業者が提出する報告等により、その者の助成金交付事業が助成金の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これ

らに従って当該助成金交付事業を遂行すべきことを指示することができる。 

３ 理事長は、助成事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該助成金交付事業

の遂行の一時停止を指示することができる。 

 

（代表者等の変更届） 

第１９条 助成事業者が代表者（住所）を変更した場合には、直ちにみえ農商工連携推進ファンド

助成金交付事業代表者（住所）変更届（第７号様式）を理事長に提出しなければならない。 

２ 助成事業者が組織変更した場合には、直ちにみえ農商工連携推進ファンド助成金交付事業事業

継承届（第８号様式）を理事長に提出しなければならない。 
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（実績の報告） 

第２０条 助成事業者は、助成金交付事業が完了したとき（助成金交付事業の中止又は廃止の承認

を受けたときを含む。）は、事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は助成金の交付の

あった日の属する年度の３月１０日のいずれか早い日までにみえ農商工連携推進ファンド助成

金交付事業実績報告書（第９号様式）を理事長に提出しなければならない。 

２ 消費税及び地方消費税を助成対象経費とした場合にあっては、助成事業者は、助成金交付事業

完了後に当該助成費に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、速やかに理事長に

報告しなければならない。 

３ 助成事業者は、平成３０年度までの間（平成３０年度において、助成対象事業の完了した日の

属する会検年度の終了後５年間を経過していない場合は、事業終了後５年間）毎会計年度終了後、

４月１０日までにみえ農商工連携推進ファンド助成金交付事業実績報告書（第１２号様式）を理

事長に提出するものとする。 

 

（助成金の額の確定） 

第２１条 理事長は、実績報告の提出を受けた場合においては、報告書等の書類の審査、必要に応

じて行う現地調査等により、助成金交付事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の

額を確定し、助成事業者に対して通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第２２条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定したのち支払うものとする。 

２ 助成事業者は、前項の規定により助成金の支払いを受けようとするときはみえ農商工連携推進

ファンド助成金概算（精算）払請求書（第１０号様式）を理事長に提出しなければならない。 

 

（概算払い） 

第２３条 理事長は、既成事業の既済部分に対し、その完了前に助成金の一部を支払う必要がある

と認められるときは、概算払いをすることができる。 

 

（立入検査等） 

第２４条 理事長は、助成金交付事業に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、助

成金の交付を受けた者に対して報告をさせ、又はその職員にその事務所、事業所等に立ち入り、

助成金交付事業に係る関係諸帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせる

ことができる。 

 

（是正のための措置） 

第２５条 理事長は、助成金交付事業の完了又は廃止に係る助成金交付事業の成果の報告を受けた

場合において、その報告に係る助成金交付事業の成長が助成金の交付の決定の内容、およびこれ

に付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成金交付事業につき、これに適合させるため

の措置を執るべきことを当該助成事業者に命ずることができる。 

 

（助成金の交付決定の取消し） 

第２６条 理事長は、助成事業者が、助成金を他の用途へ使用し、その助成金交付事業に関して助

成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

 

（助成金の返還） 

第２７条 理事長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金の当該取消に係る部分

に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 消費税及び地方消費税を助成対象経費とした場合にあっては、助成事業者が、助成金交付事業

完了後に消費税の申告により助成金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定
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した場合には、当該除税額の全部又は一部を返還しなければならない。 

（加算金及び延滞利息） 

第２８条 助成事業者は、第２５条の規定による処分に関し、助成金等の返還を命ぜられたときは、

その命令にかかる助成金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その助成金等の額（その

一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年１０．７

５パーセントの割合で計算した加算金をセンターに納付しなければならない。 

２ 助成金等が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還

を命ぜられた額に相当する助成金等は、最後の受領の日に受領したものとし、その返還を命ぜら

れた額がその日に受領した額をこえるときは、その返還を命ぜられた額に達するまでに順次さか

のぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成事業者等の納付した

金額が返還を命ぜられた助成金等の額に達するまでは、その納付金額は、まずその返還を命ぜら

れた助成金等の額にあてられたものとする。 

４ 助成事業者等は、助成金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．７５パーセントの割合

で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。 

５ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金等

の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の

基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

６ 理事長は、やむを得ない事情があると認めるときは、助成事業者等の申請にもとづき、加算金

又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

７ 助成事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面にその助成

金等の返還を遅延させないためとった措置およびその助成金等の返還を困難とする理由その他

参考となるべき事項を記載した書類を添えて、理事長に提出しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第２９条 助成事業者は、助成金交付事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）を助成金の交付の目的以外の用途に使用し、他の者に貸付けもしくは譲り渡し、

他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、みえ農商工連携推進ファンド助成

金交付事業財産処分承認申請書（第１１号様式）により理事長の承認を得なければはならない。 

また、当該取得財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年大蔵省令第十五号）

に定める期間を経過している場合を除き、助成事業者が取得財産等の処分をすることにより収入

があるときには、その収入の全部又は一部をセンターに納付しなければならない。 

２ センターは、助成事業者から、助成対象事業（研究開発を主たる目的とする事業）の成果を活

用して実施する事業に使用するために行う取得財産等（機械装置等設備に限る。）の転用（取得

財産の所有者の変更を伴わない目的外使用）の申請があった場合には、前項の規定に関わらず、

再処分条件を付すことによって、その転用に伴い発生する収入に係る納付条件を付さないことが

できる。 

 

（関係書類の整理） 

第３０条 助成事業者は、助成金に係る経理について収支を明確にした証拠の書類を整備しておか

なければならない。 

２ 前項の書類、帳簿等は、助成金交付事業の終了後、５年間保存しておかなければならない。 

 

（その他必要となる事項） 

第３１条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は理事長が別に定める。 

 

附則 

この要領は、平成２１年７月１日から施行する。 

この要領は、平成２２年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２３年３月２３日から施行する。 
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（別表１） 

 （「新商品･新サービス開発等支援事業」） 

経費区分 内  訳 

謝金 委員、講師等外部専門家に対する謝金 

旅費 委員、講師等外部専門家又は事業実施に必要な役職員の旅費 

事務費 会議費、会場・事務所借用料、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳料、消耗品費、

雑役務費、コンサルタント費、保険料 

開発費 機器等借損料、資料・原材料購入費、備品購入費、機械装置等設備費（改修を含

む。）【＊注１】、外注加工費、分析評価等委託費、産業財産権等取得費、デザイン

費 

販路開拓費 マーケティング調査費、広告宣伝費、展示会等出展料、会場設営費 

 

  【＊注１】 

機械装置等設備費（改修を含む。）については、汎用性があり、助成金交付事業以外に使用

できる可能性が高いものを除き、本格的に商業ベースでの生産を行う段階に入る直前までのも

のとする。 

 

（「農商工連携体支援事業」） 

経費区分 内  訳 

謝金 委員、講師等外部専門家に対する謝金 

旅費 委員、講師等外部専門家又は事業実施に必要な役職員の旅費 

事業費 会議費、会場・事務所借用料、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳料、消耗品費、

雑役務費、コンサルタント費、保険料、マーケティング調査費、広告宣伝費、展

示会等出展料、会場設営費 

 

＊ 上記以外の経費で、財団法人三重県産業支援センターが特に必要と認める経費。 

 

参考 

 三重県の交付する補助金等からの暴力団排除措置要綱別表 

 

１ 法人等又はその役員等が、暴力団関係者と認められる場合 

２ 法人等又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損

害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められる場合 

３ 法人等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者に資金等の供給、資材等の購入など積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合 

４ 法人等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる

場合（密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするな

どの交遊をしている場合をいう。この場合、特定の場所で偶然出会った場合は含まないが、

年１回でもその事実がある場合は当該要件に該当する。） 

５ 法人等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められる場合（社会的に非難される関係とは、たとえば、暴力団事務所の新築等に

係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合に招待し、招

待され、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等

は含まない。） 

６ 法人等又はその役員等が、暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用したと認め

られる場合 
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